
熊労発基1220第 4号

令和 6年 12月 20日

各   位

熊本労働局長

(公 印 省 略 )

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼
申し上げます。  「

さて、標記の件に関し、これまで、

● 労働安全衛生法 (昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。)第 57条の4
第1項の規定に基づき届出のあった化学物質 (以下「届出物質」としヽう。)

のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た
もの (合計 1,102物質)

2.法第 57条の4第 1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質 (以下
「既存化学物質」という8)の うち、有害性の調査結果等により、強度の変
異原性が認められたもの (合計 244物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための
指針」(平成5年 5月 17日 付け基発第 312号の3の別添 1。 以下「指針」とい
う。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、厚生労働省から届出事業者及び関
係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第 57条の4第 3項の規定に基づき新規化学物質の名
称を公表する件」(令和 5年 12月 27日厚生労働省告示第 341号、令和 6年 3月
27日厚生労働省告示第 121号及び同年6月 27日 厚生労働省告示第 233号)及び
令和6年 9月 27日厚生労働省「職場のあんぜんサイト」への掲載 (※ )により、
643物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)
に掲げる計 17の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強
度の変異原性が認められる旨の意見が得られました。
つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別

紙 1に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ず
る等(労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知いただき
ますようお願いしますr

※ 労働安全衛生規則第 34条の 14の改正 (令和 6年 7月 1日 施行)により、新規化学物質

の公表について、「官報に掲載」から「インターネットの利用その他の適切な方法」に変更。
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屠ll彰代1

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
(平成 5年 5月 17日 付け基発第 312号の 3の別添 1)

一部改正
一部改正

平成 5年 5月 17日

平成 18年 3月 9日
平成 24年 12月 11日

1 趣 旨

この指針は、微生物を用いる変異原性試験、哺乳類培養細胞を用いる染色体異常
試験等の結果から強度の変異原性が認められた化学物質 (以下「変異原化学物質」
という。)又は変異原化学物質を含有するもの (変異原化学物質の含有量が重量の
1パーセント以下のうのを除「くb)(以下「変異原化学物質等」という。)を製造し、
又は取り扱う作業に関し、当該変異原化学物質への暴露

'こ

よる労働者の健康障害を
未然に防止するため、その製造又は取扱いに関する留意事項について定めたもので
ある。事業者は、この指針に定める措置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止す
るための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 変異原化学物質による暴露を低減するための措置について
(1)労働者への変異原化学物質による暴露の低減を図るため、当該事業場における
変異原化学物質等の物性、製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様
等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る
措置その他必要な措置を講ずること。

イ 作業環境管理

何)使用条件等の変更

仰)作業工程の改善

0い 設備の密閉化

仁)局所排気装置等の設置
口 作業管理

常)労働者が変異原化学物質に暴露されないような作業位置、作業姿勢又は作
業方法の選択

傾)呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、、保護手袋等の保護具の使用
0り 変異原化学物質に暴露される時間の短縮        i

佗)(1)に より暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合には、次による
こと。

イ 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
口 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
ハ 変異原化学物質等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、
排液等による事業場の汚染を防止すること。

二 保護具については同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効
かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者
が有害な空気を吸入しないような措置を講ずること。         |

(3)次の事項について当該作業に係る作業規定を定め、これに基づき作業させるこ



と。

イ
ロ

ハ

設備、装置等の操作t調整及び点検

異常な事態が発生した場合における応急の措置
保護具の使用        !

3 作業環境測定について

(1)変異原化学物質に係る作業が屋内で行われる場合であって、当該物質に関する
作業環境測定手法が開発されているときには、定期に当該物質の性状に応じ作業
環境測定基準、作業環境ガイドブック等々参考として作業環境測定を実施するこ
とが望ましいこと。

(2)作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

4 労働衛生教育について

(1)変異原化学物質等を製造し、又は取り扱う作業に従事している労働者及び当該
作業に従事させることとなった労働者に対してt次の事項について労働衛生教育
を行うこと。

イ 変異原化学物質の性状及び有害性
白 変異原化学物質による健康障害、その予防方法及び応急措置
ハ  局所排気装置その他の変異原化学物質への暴露を低減するための設備並び

にそれらの保守及び点検の方法             ヽ

手 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4時間以上とすること。
(3)(1)のイから二の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると
認められる労働者についてはt当該項目についての教育を省略して差し支えない
ことと

5 危[父有害性等の表示(通知等について
変異原イヒ学物質等を譲渡し、又は提供する場合は、労働安全衛生規則 (昭和 47

年労働省令第 32号)第 24条の 14及び第 24条の 15の規定に準じて、容器又は包
装に名称等の表示を行うとともに、相手方に安全デ

=タ
シート (以下「SDS」 とい

う。)の交付等により名称等の通知を行うこと。この場合(微生物等への強い変異原
性を有することについて表示及び通知の内容に含めること。

6 変異原化学物質等の製造等に従事する労働者の把握について

変異原化学物質等を製造 し、又は取 り扱 う作業に常時従事する労働者について、

1年 を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

イ 労働者の氏名

口 従事した作業の概要及び当該作業に従事 した期間

ハ 変異原化学物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び

講じた応急措置の概要

なお、上記の事項の記録は、当該記録を行つた日から 30年間保存するよう

努めること。



別紙 1

(1)変異原性が認められた届出物質

用途の例

医薬品の中間体

廃棄物

医薬原体製造原料

表面処理剤

製造中間体

塗料又はコーティング剤

成形材料

性  状

固体

黄色液体

無色透明液体

赤紫色液体

濃赤紫色懸濁液

黄色固体

淡褐色粘桐体

構造式

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

名称

エテル=(23)― クロロ [(4-メ トキシフェニル)ヒ ドラジニリ
デン]アセタート

(((ク ロロメチル)オキシランと [(ク ロロメチル)オキシラン・
ブタンー1, 4-ジ オール重付加物]の縮合反応生成物}と [(ク ロ
ロメチル)オキシラン・ブタンー1, 4-ジ オール重付加物])を主
成分とする、 (ク ロロメチル)オキシランとブタンー1, 4-ジ オー
ルの反応生成物の2, 2'一 [ブタンー1, 4-ジイルビス (オキシ
メチレン)]ビス (オキシラン)精製時の蒸留残澄

ジエチル=[ブロモジ (フルオロ)メ チル]ホスホナート

ジスルファミン酸コバルト (Ⅱ )

2-ア ミノエタンー1-オールと (1, 4-ビス [(2ニ ヒドロキシ
エチル)ア ミノ]ア ントラセン,9, 10-ジ オンを主成分とするt

2-ア ミノエタンニ1-オールと1,4-ジ ヒドロキシアントラセン
ニ9, 10-ジオンの反応生成物)の混合物

4-アミノベンゼンー 1-チオエル

[4-(オキシラニルメトキシ)一 Ⅳ,Ⅳ―ビス (オキシラエルメ
チル)アニリンを主成分とする、4-アミノフェノールと (ク ロロメ
チル)オキシランの縮合反応生成物]と ([4-(オ キシラニルメト
キシ)一 打,Ⅳ―ビス (オキシラニルメチル)アニリンを主成分と

蒸星濃坊IT島★テ吾とア字舟)(穿早」ぢライ上,考イ三予多誓負5
-2, 2-ジ イル)ジフェノール重縮合物]・ 4=メ チルー3a,
4, 7, 7a― テ トラヒドロー2-ベンゾフランー1, 3-ジ オン・
5-メ チルー3a,4, 7, 7a― テ トラヒドロー2-ベ ンゾフラン
ー1, 3-ジ オン。 (4,4'一 メチレンビス [N,Ⅳ ―ビス (オ

キシラニルメチル)アニリン]を主成分とする、 (ク ロロメチル)オ
キシランと4, 4'― メチレンジアニリンの縮合反応生成物}重付加
物)と [(ク ロロメチル)オキンラン・4,4'一 (プロバンー2,
2-ジイル)ジ フェノール重縮合物]と 4-メ チルー3a, 4, 7,
7a―テトラヒドロー2-ベンゾフランー1, 3-ジ オンと5-メチ
ルー3a,4, 7, 7a― テ トラヒドロー2Tベンゾフラン=li 3-ジオンと (4, 4'一 メチレンビス [Ⅳ,N― ビス (オキシラニ
ルメチル)アニリン]を主成分とする、 (ク ロロメチル)オキシラン
と4, 4'一 メチレンジアニリンの縮合反応生成物)の混合物

名称公表年月日

令和 5年 12月 27日

令和6年 3月 27日

安衛法
(官報)

通し番号

31104

3 1 14 6

31159

31174

31287

31290

3 1 3 1 7

1

2

3

4

5

6

7



用途の例

半導体材料製造中間体

医薬品開発原料

着色剤の中間体

有機合成用原料

半導体レジス ト用光酸発
生剤 ・

ポリマー原料の中間体

医薬品中間体

医薬品中間体

廃棄物

合成樹脂原料

性
‐

状

白色固体

白色固体

白色粉体

黄色い固体

白色固体

赤色固体粉末

薄責色固体

自色～淡黄色の結晶
又は結晶性の粉末

茶色固体

自色粉末

構造式

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

別添参照

名称

ビス (4-フルオロフェニル)ヨニダニウム=水素=スルファ_ト

(4-ブ ロモー2, 6-ジメチルフェニル)ヒ ドラジンー塩化水素
(1/1)

Ⅳ― [4-(4-ブ ロモブトキシ)フェニル]アセ トアミド

2-ク ロロー5-ニ トロニ3-(ト リフルオロメチル)ピ リジン

ビス (4-フルオロフェニル)ヨ ーダニウムニ 1, 1-ジ フルォロー
2-オキソー2-[(5', 5', 6', 6'一 テトラフルオロスピ
ロ [ア ダマンタン=2, 2'二 [1, 3]ジ オキセパン]-5-イ
ル)オキシ]エタンー 1-スルホナー ト

4-[(6-ヒ ドロキシエ2〃-1, 3-ベ ンゾジオキソールー5-
イル)ジアゼニル]-3-ニ トロ安息香酸           ,
メチル=4-(2-フ ルオロー4-ニ トロフェノキシ)-7-メ トキ
シキノリンー6-カルボキシラート

(3F, 4資 )-6=(4=ク ロロー2, 6-ジフルオロフェニ
ル)-1-オキサー6-アザスピロ [2.5]オ クタンー4-ォール

(シ クロヘキサノンとベンゼン上1, 2, 3-ト リオールの反応生成
物)の 4-(5', 6'― ジヒドロキシーl', 3', 4', 9'a
―テ トラヒドロスピロ [シクロヘキサンー 1, 9'一 キサンテン]―
4'a(2'〃 )一イル)ベ ンゼンー1, 2, 3-ト リオール晶出物
のろ過により得られるろ液から、溶媒を留去した蒸留残澄

1, 1-ジ シアノエチル=アセタート

名称公表年月日

令和6年 3月 27日

令和 6年 6月 27日

令和6年 9月 27日

安衛法
(官報)

通し番号

31876

31409

31410

81467

31524

31530

31562

31621

81641

31642

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



別紙 1

(1)変異原性が認められた届出物質の構造式

(別添 )

安衛法 (官報)

通し番号 構造式 安衛法 (官報)

通し番号 構造式

3H04
/ △

CH3

CI

3H59

H3

/〇▼ ,Ha

:▼
F

3H74 CO(e03NH2)2 31290

SH

N H2

31376 〇 ▼
O―S― OH

W
O

31409

N/NH2 
日 H甲

H

(1/1)

31410

0

甲3CttH

Br

31467

N CI

02N CF3

31524
F

①
31530 N

||

N

31562

02N

CH3
31621

CI

N

31642

N

H3C

O

CH3




